
船舶事故等調査報告書 

平成２２年２月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９広第１５０号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２０年１２月３日 ０６時３５分ごろ 

発生場所 島根県西ノ島町 三度埼
みたべさき

灯台から真方位３１４°２.０海里付近 

（概位 北緯３６°０５.４′ 東経１３２°５５.０′） 

事故等調査の経過  平成２１年５月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 １０６祐生
ゆうせい

丸、１９トン 

   ＳＮ２－２７８３（漁船登録番号）、祐生水産有限会社 

Ｂ 漁船 和賀
わ か

丸、１９トン 

   ＴＴ２－１６９３（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ａ 甲板員、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾外板圧壊及び左舷船底外板にき
．
裂 

Ｂ 船首ステム及び両舷船首外板にき
．
裂 

 事故等の経過 Ａ船は、船長ほか甲板員１人が乗り組み、三度埼北西方沖において、甲

板員が単独で船橋当直につき、船首を北東に向けて、マスト灯、げん灯１

対及び船尾灯を掲げ、漂泊中、Ｂ船は、船長ほか１人が乗り組み、島根県

恵
え

曇
とも

港に向けて、船長が単独で船橋当直につき、南東に向けて速力約９ノ

ットで、マスト灯、げん灯１対及び船尾灯を掲げ、自動操舵により航行

中、平成２０年１２月３日０６時３５分ごろ、Ａ船の左舷船尾とＢ船の船

首とがほぼ直角に衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 微風、視界 良好、日出 ０７時０２分 

海象：潮汐 下げ潮の中央期、波高 約０.５ｍ以下 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、三度埼北西方沖において漂泊中、船橋

当直中の甲板員Ａが見張りを行っていなかったた

め、左方から接近するＢ船に気付かなかったもの

と考えられる。 

 Ｂ船は、船長Ｂが南東進中に食事をしていて前

方の見張りを行わなかったため、衝突するまで、

船首方で漂泊中のＡ船に気付かずに航行したもの

と考えられる。 

原因  本事故は、夜間、三度埼北西方沖において、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が南東

進中、両船が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより



発生したものと考えられる。 

 




